
新しい町の区域と名称を告示します 

これまでの経過 

住所整理審議会への諮問・答申 （令和７年８月７日） 

学識経験者や住民代表等で構成される「稲城市住所整理審議会」へ、町区域

の新設等について諮問し、原案のとおり実施することが適当との答申を受け

ました。 

市議会での議決 （令和７年 12月 16日） 

令和７年第４回稲城市議会定例会において、町区域の新設等に関する議案が

審議され、可決されました。 

告 示 （令和８年３月１日） 

地方自治法第 260条第２項の規定に基づき、新しい町の区域と名称を告示

します。 

今後の予定 

実際に住所が変更になるのは、令和９年度以降です。 

現時点では、令和 10年３月頃を予定しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度以降  現地調査等の作業 

令和９年度以降  住所変更手続きに関する説明会 

住所変更実施 

（南山東部土地区画整理事業の換地処分に併せて実施） 

※ 現時点での予定であり、変更となる可能性がございます。 

あらかじめご了承ください。 



住所整理に関するＱ＆A 

Ｑ．１ 住所整理を実施すると、どうなるの？ 

 

Ｑ．２ 何か、手続きが必要になるの？ 

Ｑ．３ 今すぐ、何かしなければならないの？ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージ 

一丁目だから、 

あのあたりかな？ 


